
議第84号

令和元年度山形県一般会計補正予算(第7号)の専決処分の承認について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、令和元年度山形県一般会計補正予

算(第7別について、月1俳氏のとおり専決処分したことについて承認する。

提案理由

山形県一般会計補正予算は、急施を要したため、地方自治法第179条第]項の規定により専決処分し

たので、伺条第3項の規定により承認を求めるため提案するものである。
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専第21号

令和元年度山形県一般会計補正予算(第7号)

令和元年度山形県の一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ1,248,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、

歳入歳出それぞれ606,450,000千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表歳入歳出予算補正」による。

仕也方債の補正)

第2条地方債の変更は、「第2表地方債補正」による。

令和2年3月31日

山形県知事吉村美栄子

巧



第1表

歳

歳入歳出予算補正

入

款

県 税

項

県

補正

2 事

民

3

一厘'.

目1」

4不

たば, 5 県

税

業

地方消費税

の 額補

109,700,000

税

動産取得税

36,986,000

正

6

22,697,000

ゴルフ場利用税

額

(単位:千円)

7

300,000

税

20,001,000

自動車取得税

8

△ 90,000

量十

軽油引取税

1,896,000

313,000

110,000,000

自

1,079,000

一動

2

10

地方消費税清算金

364,000

鉱

36,896,000

112,000

Ⅱ 狩

区

70,000

23,010,000

ーーーー^

3

967,000

12

地方該与税

税

産業廃棄物税

猟

18,000

9,388,000

20,365,000

、汀一

税

16,389,000

1,000 1

1,966,000

地方消費税清算金

1,000

1,097,000

△ 400,000

2,000

113,000

4,000

地方法人特別譲与
税

22,000

179,000

968,000

2

40,561,000

地方揮発油讓与税

8,988,000

3

40,561,000

石油ガス談与税

16,411,000

20,829,271

1,000

2,000

17,800,000

4,000

2,700,000

180,000

△ 84,906

40,561,000

16

160,000

40,561,000

4,335

△ 108,334

20,744,365

△ 1,17フ

17,804,335

2,591,666

158,823

こ

-
9



款 項

4 地方道路譲与税

4 地方特例交付金

航空機燃料譲与税

ネ甫]E 月1」

7 自動車重量譲与税 1

8 森林環境讓与税

5 地方交付税

県証

地方特例交付金

6

正

40,000

2 子ども・子育て支
援臨時交付金

額

(単位:千円)

75,000

7

54,271

計

地方交付税1

1,393,975

3,050

17,220

631,975

762,000 1

8

△1

使用料及び手数料

43,050

174,007,0141

92,220

△ 96,631

54,270

1,297,344

469,007

9

631,975

国庫支出金

使

665,369

2

用

手

174,476,021

3

料

数

952,342 1

料

紙収入

6,976,482

26,344,638

国庫負担金

4,902,863

27,317,

2,046,302

80,694,475 1

952,342

26,344,638

6,976,482

17

4,902,863

△ 37,998

27,317

2,046,302

80,656,47フ

3,722,04
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3

策対全安
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2

金

策寸全安
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1
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金
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1
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款

10 財産'ーーX下一

2 国庫補助金1

レーー^・ーーーーーーーーーーー→

項

3委

Ⅱ

トーーーーー^ー^ー、、ーーーー→^ー

1 1財産運用収入

2 財産売払収入1、ー、、ーー

寄 附

玲

金

12

、、、丁一、、、、-1
1 1,445,5571

金

繰

53,07フ,253

入

1,272,584

正

3 公営企業繰入金

金

W繰越金

(単位:千円)

△ 37,998

ーーーーーー^ー

83,389.

4,554

441,578

ー^ー^-1-ーーーー

10,900,144

42,252,766

特別会計繰入金 1

1,003,979

2 基金繰入金

14

53,039,255

諸

1,272,584

ト^

正前の額補

13,747,187

1,445,557

入

1 繰

1,099,359

越

11,247,828 1

△ 1,302,064 1

・・,・,・1 ,',・,・
4,575,952! 4,575,952

60,796,487 83,389 60,879,876

"'"・ー・十一.,

金

延滞金、加算金及
び過料等

.,.゜゜,゜゜゜ 1

、丁一ー、ーーー1-、、^ーーー

2 県預金利子

△ 1,302, 064 1

一子^^^

12,445,123

1,099,359

9,945,764

1,400,000

4,554

42,252,766 1

505 179 505,179

1,996,8521,913,463

計頁

1
仁
片
仁
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1
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金1寄
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ー
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款

15 県

項

7 利子割精算金収入

債

8 雑

歳 入

.釘,晦,W01 △鋤,即01
債1 1
! 87,985,100 △591,3001

正

竺十

額

(単位:千円)

607,698,000 1

計

5,Ⅱ7,360
ーーーーー"^ーーー

甫正前の額補

△ 1,248,

2

87,393,800

87,393,800

606,450,000

19

合

ネ
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ー
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ネ
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歳 出

款

鶚

2

費

総

項

務 費

議

補正

レー^

3,004,255

2イE 匝i 茎島

1総務管理費

_、1.

目1」

費

の 額

13徴税費

1,134,066

補

1,134,066

正

40,469,370

市町村振興費

(単位:千円)

18,984,614

選

計

挙

防

13,738,672

3

△釘,749

7

民

費

統計調査費

災

4,580,296 1

△ 51,749

生

8 人事委員会費

ーーー

826,171

40,417,621

872,886

18,932,865

フ72,9

社会福祉費

13,738,672

4 律i

ーー→^

424,000

2 児童福祉費

'ーー'」^ーー'

4,580,296

9監査委員費

131,729

3

生

生活保護費

138,049

826,171

費

4

76,501,089

災害救助費

・・・・「・ーー
54,410,265 1

872,886

フ72,953

公衆衛生費

424,000

2 環境衛生費

131,729

454,306

138,049

21,617,127

76,501,089

54,410,265

2,845,389

19,792,267

3,004,255

20

1,844,251

454,306

21,617,127

2,845,389

一
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ー
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会

会

費

4
 
5
 
6

フ
ー
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5
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4
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款

5 労

項

働

3 保

費

4

健

医

所

補正

費

薬

^

月1」

費

労

6 農林水産業費 1

の

2

政

職業訓練費

1,594,111

3

費

失業対策費 1

14,173,372

正

4 労働委員会費

2,238,289

額

1農 業

(単位:千円)

ーー「^

1,075,139

1・・ 畜

暑十

675,601

7

1,594,111

419,831

3 農地 費,

ーー,ーーーーーー.ーーーーー

商

産

費

14,173,372

業

67,718

工

費

林

53,863,831

2,238,289

費

' 1^ーーー、ー

1 1 ',.0.,"0
1商業、、、、、、^、

ト^ー^^ー^

業

水

12,954,111 1

1,075,139

4,931,664

産

費

76,784,976

8

3,427,984

業

675,601

士

費

42,500,376

419,831

フ,667,653

2

木

工

費

3

鉱

67,718

観

2 694 278

53,863,831

業 費

光

12,954,111

費

40,101,004

士木管理費

4,931,664

2 道路橋りょう費

25,616,125

6,647,980

1,553,456

フ,667,653

フフ,711,270

2,694,278

3,427,984 1

48,302,440

43,381,480 1

40,101,004

額補

21

△ 926,294

6,647,980

1,553,456

△ 881,104

52

4
 
5



獣 項

9 警

補正
ー、.'ー

目11

10

の

教

20,055,

贅1

ト^ー^^^^^^^

(単位:千円)

1,688,8561 1
ーーーーー'・ー^^^ーー→一ーー^ー^ーーー→

計

3,979,891

20,055,531

3,154,868

1 、

113,050,4371 △ 258,67フ

6,021,786

「^ー

特別支援学校費 1

H 119 297

11

6

災

大

39,168,828

1 △16,6281 11,102,669

レ^,竺一_■,
△71,978 39,096,850

復旧費

7 社会教育費

22,586,609

14,117

8

△76,588 22,510,021

112,791,760

費

保健体育費

1,688,856

△ 7フ,213

2 公共士木施設災害

復旧費

3 教育施設災害復旧,
費

784 263

27,299,344

9,2H,671

438,990

3,979,891

1,242,423

1,544,519

22

14,117

784,263

4,432,998

438,990

45 190

海岸費

察活動

16 270

務費

27 376 55

学校費

9 227 94

544 51
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12

款

仏 債

一斗一^ー

13

費

諸 支

項

出 金

債費.、

補正

2

」,^▲

637,921

月1」

公営企業貸付金1

"ー"1 1^^^^

888 1 89,082,888

の

3 地方消費税清算金

89,082,

4

^ーーー、^^ー^ーーーー^ーー^ーーー^^^^^^1-ー^^^

5配当割交付金1 , 1
1 391,200'.

^^^^^^^^^

16株式等讓渡所得害111 1 .

利子割交付金

89,082,888

52 366 922

(単位:千円)

11,234,291 1

」,

-1

交付金

地方消費税交付金1

8

122,594 1

ゴルフ場利用税交 1
付金

14

10

予

自動車取得税交付
金

利子割精算金

89,082,888

79,296 1

370

Ⅱ

,止

△ 1,248,000 1

「ー、ー

163,639

52,366,922

179,フ71 1

、1、、、ー

12

費

20,367,220 1

環境性能割交付金

歳

11,234,291

50,000

19,190,620

出

予

122,594

備

391,200

1 20,367,220
"1、ーーーーーー、、ーー〕一ー

23

費

叶

179,フ71

50,000

606,450,000

50,000

50,000

79,296

607,698,000,

1
 
0
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2
 
-
 
7
 
3
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3
 
6

-
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合



第2表地方債補正

1 変更

①限度額の変更

起

減

債

退

収

の

補

職

目 的

て

手

補正前の限度額

ん

当

2,400,000

千円

補正後の限度額

3,000,000

2,100,000

千円

2,708,700

24



令和元年度一般会計補正予算に

関する説明書



一般会計歳入歳出補正予算(第7号)事項別明細書

1 雜

2 歳

3 歳

目 次

括
入
出



一般会計歳入歳出補正予算佛7号)事項別明細書



蕪愈
6

今
〒

委

戸
一



(歳入)

3地

4地

方

5地

方

談

特

6交通安全対策特別交付金

与

例

方

税.
ーー、ーー 1^ーーーーーーーー~

12,445,123

7分担金及び

交付

フ、

8 使用料及び

付

9国

税

10 財

庫

11 寄

支

産

繰12

20,829,271.

繰13

収

1,393,975

174,007,014

附

ー・ーー→^

入

入

4,575,952

金

越

360,000 1

△ 84,906

△ 96,631

計

ーー]ー、、ー、、、'ー、ーー、、、ーーー'、ー

469,007 174,476,021

・1・・

(単位:千円)

13,747,187

補正前

12,503

4,575,952

110,000,000

40,561,000

.竺1
△

20,744,365

費税清

1,297,344

地方

372,503

3,722,041

6,976,482

80,656,47フ

1,445,557

903,459

1 ___

2

正

一
一
一

一
一
一
一
一

額の

89△

4
-0

7
 
一

7金1
一

一
一

1
仁
1

296ザ

款

辻
1
戸

5748

4
-

4
 
-

一
一一一

一
一
一

一
一

一
一上

手

金
金

肖、
Υ

43

県

出

賠

1

ネ
金



14

県15

款

歳

収

606,450,000
入

補

イ・

正
^

の 額

60,796,487

1・・・・・・・・"

87,985,100

607,698,000

一

83,389

△ 591,300

△ 1,248,000

正 額

87,393,800

計

60,879,876

合

諸

器

一
一
一

上
寸
・
伽
.
一



(歳出)

款

2

3民

4 律i

補正

務

5 少.

^

喪

生

月リ の

6

讐

生

額

1,134,066

7商

↓、

働

40,469,370

8士

正

9警

76,501,089 1

額

工

10 教

21,617,127

木

H災

△ 51,749

2,238,289

12 公

補

特

庫支出

1,134,066

831

48,302,440

国

復

40,417,621

76,501,089 1

21,617,127

フフ,711,270

正

債

旧

26,87フ,273

額

113,050,437

2,238,289

53,863,831 1 1

' 1 ・"ーー・・・・・・・ト・・・ー・・・ー・・・・・・・・・・

48,302,4401 1
"'゜""゜・.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 ・・・・・・・ー・・・・・・1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1・・・・・・・・・ー・・・・・
76,784,9761 △37,9981 1 1 △888,296△ 926,294 1

________↓______

の

財

債

4,432,998

財

△ 11,280 、

89,082 888

ニブ

源

△ 258,67フ

源

△ 291,300

の

(単位:千円)

内

26,865,993

金県 他

訳

4,432,998

、、1 、、、、、、、ーーーーー、、ーー、、、 1

89,082,888

112,791,760

般財

、、、、、「一、

源

1、ー、

水産

239,551

1

△ H,280

、、、、、τ、丁一、、、、ー
△ 258,67フ

___1____.

曾

定

ー
ー
ー
ー

察

育

旦
口
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-

5

^
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^
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^
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^
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^
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^

会

農

議1
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↓
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款

14 予

支

歳

備費 50,000

出合計 607,698,000

出

補正

△ 918,702

金

^

月Ⅱ の額 補正額計

52,366,922 52,366,922

△ 1,248,000

補

特

50,000

606,450,000 1

正 額

△37,998 △291

1,_____
県

の

財

財

債

源

源

の

内

他

300

般財源

訳

そ
一

定

金
一

出支庫国

諸31

器
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第 1款 県

1個

目

人

税 第 1項

100分の53利

32,860,000

県

子

^

害リ

民

△ 73,000

202,000

幸十

税

36,986,000

32,787,000

区

年

ハ"ー

税 分 △ 54,000 均等割

所得割

説

配当割

株式等譲渡所得割

(単位:千円)

明

税率 1人につき 2,500円

税率 100分の4

税率 100分の5

税竿 100分の5

税率

分金額

△

0009

器

△

0
 
-

0
 
-

7
 
一

課

△

現

分課

額

ー
"
ー

5

正甫1

△

1
十



第 1款 県

1個

目 1補正

_1______
人

税

_ユ』.

目】」

2法

第 2項

税率

補

事

正

人

業

△ 5,000

計 1 22.697,000

税率

・十

税

1,121,000

収入金額課税法人

滞納繰

318,000 21,889,000 1 現

分1

11___金

100分の0.4

100分の0.フ
100づ・)の 1

100分の1,2
100う)の0.5

100分の3.5
100分の5.3
100分の7

100分の3.5
100分の4.9

100分の1

年

△ 6,000 1 第 1種事業

1第2種事業

越

課 税

ー______」

説

第3種事業

(単位.千円)

1,000

税率

税率

税率

318,000

明

普通法人

資本金等の金額
所得割

100分の5

100分の4

100分の3

100分の5

付加価値割
資本割

資本金等の金額

1億円超
税率

'特別法人

税率
税率

1億円以下
税率

n
A
艮

課

一

ー
ト

年現

額
 
0
 
卯

-
 
0
 
0

-
 
6
 
1

一
 
1

-
 
0

-
 
0

-
 
0

-
 
0

-
 
3
,

-
 
2

ー
ー一

一

ゞ

分
、
税

分
ノ
刀



第様欠 県

目

2 '巳 物

税

計

害11

第 3項

第 1款

18,886,

地

県

1不動産取得税

正

方

目

20,001,000 1

額1

消

388,000

△ 24,000

補正

費

計・

1 Ξ7.t
19,274,000

ーーーーーーーーーー「^

ξ

税

」、一ι一

税

月1」

・十

364.000

第 4項

の

第 1款

ーー、ーー、-1-、ー

額

1,896,000

1,091,000

補

不

県

区

動

20.3価,000

1 岬ゞ

正

目

産

1,896,000

た

渡

分

ば

取

70,000

物

補

得

・十

税

正

税

金

税

ー、^

" 1」

第 5項

70,000 1

の 額1

1,079,000

県

1,079,000

区

18,000

正

ナ・

節

分]▲

ぱ

(単位:千円)

、、ii、●

1,097,000 現

計

税

正前の額補

1,097,000 1

___________>___________1____、_÷_
930円年

ノぜんー

課

RP

(単位:千円)

税

明

額

18,000

100分0)3
100分0)4

説

(単位:千円)

明

千本につき

78分の22

2の分7

明三

辻
二
一
1

1

額
0
 
-

3
 
-

002△

'
 
1
 
一
 
1
 
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

Ⅱ生
口
告

節

譲

説

こ

千6

額

01)ノ
フ戈繰゛

、
、
イ

1
戸
'

ノ
刀兇干課年

00

誤

一
.

千

一
一
現0069

計

000

005

こ

額

分
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第 1款 県

1 ゴルフ場利用税

目 補正

計

税

^

月1」

第 6項

第 1款

の 額

112,000

補

県

ル

1自動車取得税

112,000

正

目

フ 場

額

・ーー・'・1 斗

967,000 1,000! 968 000

・・ー・-f・・・・・

1,000

利

計

用

計

税

1,000

税

第 7項

第 1款

自

県

1軽

動

967,000

目

(単位:千円)

車

油 引

取

取

補正

金額

1,000 1 税率

得

明

1,000

税

節

区分

税

税

^

目1」

1,,1・1丁・・.一上・,

第 8項

の 額

9,388,000

補

軽

9卵.000

9,3認,000

正

油

32,100円

額

説

引

(単位:千円)

』

△ 400,000

取

毛十

_______^_____

明

税

8,988,000

区

8,988,000

疋額

年

A'・

課

艮Ⅱ

刀

(単位:千円)

税

金額

、、、ー、、丁、、ー、'

.そ△ 400,000

ツトノレにつき1キロリ

100分の2
100分の3

器

一
分

計

税課年
0
 
0

-
 
0
 
-
 
0

03

-
 
0

説

ゴ

分0
 
-

4
 
-

△
一

上
1
ー



県

1自

目

動 車

2環

補正

税

カモ

税

性

3種

第 9項

(単位:千円)

ムヒ
生11

補

自

別

正

366,000 1

計

動

害11 IH,000 △3,000

補正前の 明

車

31,000

第 1款

16,389,000

計

税

△ 6,000

県

15,943,000

目

_____」_________

現

1,000円

360,000

108,000

滞

22,000

計

・ーー・ー・・ー・・ーー・ーーーー't

、4{、、、、、'、、、1金額 1___________
税分 30,0001税率

越分 1,000

税分△6,000税率

税

納

現

第12項

繰

年

16,411.000

産 業

正

廃

額

棄

1,000 1

税

1 、ーーー

物

180,000 1 現

180,000 1

分

・十

1,000

税

(単位:千円)

△ 3,000

明

産業廃棄物

区分

年課税

定額

100分の0.5
100分の1

100分の2
100分の3

金 額

1,000

定額

税率
1トンにつき

月1」の

5 912

r

率税

課

ー
ー
[
ー
ー

課

説

課

額

年現

1

r

分

一
'1第

額
 
0
 
0

0
 
0

補

'

零

97

一
1

f

区



第 3款 地 方 与 税

第 3款

第 1項

17,800,000

地

地方法人特別譲与税

方

・十

与 税

第 3款

第 2項

地

1石油ガス讓与税

地方揮発油譲与税

2,700,000

目

方 与 税 第 3項

160,000

石

正

油 ガ

△ 1,17フ

(単位:千円)

ス

△ 1,17フ

明

与 税

158,823

き兇

ノ.責、

ス

ラ)

(単位:千円)

与

明

金 額

△ 1,17フ

ー「^ーーーーーーーーーー

(単位:千円)

明

発油

正前の額

の額補

正剛の

160,000

ー
ー
,

一
額

説
一
一

一
一

一
金二

一
＼
刀
一
?

区
、4

一
額
 
3

-
 
0

一
△

一・金
一

ー
ー
]
ー

節

'
!
!
ー
ト
ι
 
1
 
t
 
'
 
i
 
1
 
ー
]
ー

3
 
3

門

説

＼

与

十

器

正一
一
1

一
宅一

フ

ー
ー6

一
郵

-
 
2

1

譲

譲

ー
ー
ー
ー

税

客

ー
ー

-
 
4
 
-

380

目

正

島
、

ユ
=
Ⅱ

区

△

計

ガ

t
十

譲

△

譲

石5

ー
ー
ー
ー
ー

1
 
■
↓
1

正

額

目



地

,

1地方道路譲与税

同

方

補

・十

与

正
_1^.

目Ⅱ

税

第 3款

の 額

第 4項

補

地

地

正

方

方 道 路 ・襄

与

計

与

税

第 3款

税

第 5項

地

航

1 自動車重量讓り・税

日

方

機燃料譲与税

''.

良打

譲

言十

与

与税1

計

前の額1補

i"引、、
^

75.000

税

補正

第 7項 自

正

動車重

17,220

(単位:千円)

譲与税

計

17' 220

明

92,220 自

92,220

弱J 重量談

(単位:千円)

明

(単位:千円)

明

地方道路誠

補正

説
一

ー
,
ー
、
'
一
 
1
 
1
 
一
 
1
 
」
ー

客金

ー
.

説

ノ
ノ区

ー
ー
ー

額金
一

一
舟

逐

計

503

1

節
一

説

一
千

一
与

一
一
契一

一
 
1
 
一

一
一

一
燃
一

額

区

一
空

額

27

金

税与

,
仁
一
 
1
 
一
 
1
ー

0
 
0

5
 
5

譲

4

空

節

額

04

分

3

0503

正

一
御

第

補

1
 
長
↓

の1

量

●
1

讓

【
!
 
t
 
1
 
'
,
 
L
 
L
 
1
 
}
 
1
 
一
 
1
 
ー

区
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額
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目



第 3款 地

補正目

1森林環境譲与税

方

計

与

ーエ1-

目U

税

第 4款

の

目補 正

額

第 8項

54,271

補

地

1子ども・子育て支援臨

"郊' 1_______
^

f__ー_上__'_1_1三11-1111______,_____
-1j-ー、1-1-1-、、ー'f-11
'.1 ",.、01、、、、、、、、、、 1 -、

森

方

54,271

林

特

1累

例

境

交

攘

付

^

与

月1」

金

第 5款

の

税

第 2項

額

762,000

補

地

子ども・子育て支援臨時交付金

1_ 三十正

1地

762,000

目

方

方

△96,631 665,369

フ、

交

付

△ 96,631 665,369

・十

税

付

正前の 額補

______________^__

税

174,007,014 1

_____」____

第 1項

174,007,014 1

子ども・子育て支援臨時交付金

地

区

正

方

額

469,007

分

1'に、に1-1・
、、、、、、、、、、ー・・・ヒ・・・・・・・・・1・・・・・・・・・・174,476,021 1

(単位:千円)

ーーーー・ーー^一→

469,007

付

明

'"_1^__

税

△ 96,631

明

(単位:千円)

明

説

(単位:千円)

説

r

譲

交

お

補

ー
ー
ー
ー



第 6款 交通安全対策特別交付金

1交通安全対策特別交付
金

目 補正

計

ー,^.

月リ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1 360.000 12,5031

の

第 1項

額補

国

360,000

Ⅱ士木喪国庫補助金

交通安全対策特別交付金

目

庫

正

支

"1
12,503 1

補正

出

]1ゴー▲

計

目Ⅱ

'十

金

0)

第12款

22,139,745

額

第 2項

372,503

補

繰

国

交通安全対策特別交付金

372,503

正

1基

区

53,0刀,2脇

目

庫

金

△ 37,998

繰

入

補

入 金

助

金

37,998

金

金

第 2項

額

12,503

基

節

雪喪補助1

53,039,255

社会資本

金

説

、、ーーーー 1-

繰

(単位:千円)

入

・十

金

明

金

額

784,000

明

財政調整基金繰入金

説

節

(単位:千円)

明

金

△ 1,302,064 1__額

1・・・・・・

説

(単位:千円)

-
R

分

82△金寸交合総備整

分区
一

、
△

ー
ー
ト

4

4

一
゛9第

=

ネ



第14款 諸

1宝

目

く

収

じ

補正前の額補正

1,913,463 83,389

斗

入 第 6項

第15款

収

1,913,463

県

83,389

益

目

事

務

業

下

補正前の額補 正

費

計

収

債

入

債

・十

第 1項 県

△ 591,300

額

______」^

計

債

△ 591,300

じ・・・・・,・ 区

29,743,500 退

釘,393,800 1

耽

減

(単位:千円)

節

、1、、'1i、、、、、、、、額 1

収

手

_1_fl[1、-1
-1 山0,0001・1・・・・

補

明

て

(単位:千円)

明

説

香

-
9

-
 
8

金

飾

ノ

説

じ

区

一
:
ー
ー
ト
ー
ー
ー

1
一
之
一
■

5
 
-
 
5

く869

8699

分
太

入

0
 
0

0
 
0

8
 
1

4
 
5

3
 
-

8978

総1
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第 2款 総

目 1 補正

1 一般 ー、ー、レ、',,"

務

前の額

斗

費

、1、、ー、、

18,984,614

補

第 1項

第 8款

正

総

額

土

△ 51,7四

務

目

計

2道路橋りょう
維持費

△ 51,749

管

木

13,723,717

補正前の額

理

補

18,932,865

費

費

正

6,927,045

補

第 2項

額 の財源

財源

正

道

ーー、、、、、、^ー、

△ 881,104 6,045,941

額

路

内

・十

橋

特定財源

・ー^・・ーー・・・ーー般財源
国庫支出金1 県債その他 1

計

り よ

補 正

43,381,480

△ 37,998 1

額

費

の

239,551

財

ーーー「^ーーーーーー

△ 881,104 42,500,376

源 内

(単位:千円)

退職手当

△ 843,106

△

明

じ・1

'凡凡一

貝Π

済費

朋

(単位:千円)

費 10,461 一般需用費

△ 843.106

明

100

消雪施設管理費負担金

一般

金額

説

947

「

5△

一
金
一

節

1
 
E
 
1
 
」
ー
ー
ー
ー
ー

ノ
刀
一

区

1
一
辻

、

3

訳

一
殉
・

5
 
-

9
 
-

3
 
-

.
一
,
ー
ー

也
一

の
一

そ
一

1県
一

金
一

出
一

支
一

庫国

4

分

定

ー
ー
{
↑△

区

380298

3
 
1

一一
一

一
 
1

費

務
託

役
委

訳

△

{一
一
び
一

一
及
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一
、
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一
用
料
一

、
使
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一

一
使
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-
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、
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J
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第 8款 土

目

3=

木

補正前の額

港 費

費

1,204,801

補

第 4項

正

計

明

港

額

△ 45,190

ヨ十

3,200,058

湾

第 9款

特

1,159,611

ーー、、、'.丁国庫支出金

警

補正額

費

△ 45,190

目

2警察本部費

察

,補 正前の額

/K

3,154,868

」___

財

債

計

費

源

23,116,248

そ

補

第 1項

の

・』ー

イ也

正

25,188,417

警

額

般財源

△ H,280

13 委

1 △ 45,190

察

△ 45,190

斗

△ 11.280

管

23,104,968

区

11

理

需

分

25,17フ,137

12

費

用

役

贄

務

(単位:千円)

△ 14,342

費

託

説

一般需用費

△ 163

△ 30,朋5

明

(単位:千円)

退職手当

の財源内訳

一般財源

額の財源内訳

国庫支出金県

一
額

貫

金

太

説

-
 
0
 
-

一
1

一
1
ー

一
¥

定

r

＼
刀
、
当

一
員
一

一
区
一
職811

一
也

ー
ー
ー

、
一

1

△

そ

財

債

一
定



第10款 教 育

正前の額補

費

第10款

3,605,613

第 1項

",",御 1

正

教

教

額

目

△ 16,628

1教職員費

__、___1一竺包_児_
3,588,985 1

補正額の

1特定財

補正前の額

△ 16,628

総

39,168,828

39,168,828

務

計

,,"。1 11 1 '

費

その

補正額計特

1国庫支出金

△ 71,978 39,096,850

△ 71,978 39,096,850

第10款

費

第 2項

目補正前の額

1教職員費 22,586,609

・・・・・・・・・「・・・・・・
計 22,586,609

教

ノ」、

債

学

育

国庫支出

校

費

費

補 正

第 3項

定財源
・・ーーーー^・ー・ーー・ー・ーーー般財源

県債1その他
1 △71,978

額 の

中

財

△ 16,628

源

学

内

校 費

(単位:千円)

補 正 額

金

区八ーー1一金額

・・・・1 ・,・

の

県

明

△ 71,978

(単位:千円)

退職手当

明

△ 76,5認

金額

△ 76,588

(単位:千円)

説

退職手当

財源内訳

、 1、、、

ぐのイ也

阿説

8

節
一
ル

金

、又

△
一
等

一
当職

-
 
3

-
8
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6△
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説

一
一
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十
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十
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8
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5
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一
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一
一

一
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訳

育

節

副
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1
 
一

-
 
3

言

八
一

源
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貝

、

8

額

△

補
一1

正

目

局'
一
一
,

一
事

-
2

定

育

一
特

計

ホ

貝
一
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第10款 教

目

1高等学校総務
費

・十

費 第 4項

第10款

等

教

学

目

1特別支援学校
費

校

補正前の額

費

・十

費

9,227,941 1

補

第 5項

、ー、、、、「一ーー

正

9,227,941

特

額

△ 16,270

別

1_ー・・ー・・・・ー'ーー"戸一・・ー・^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

"'、'"、、___1、1_________、___■_711_,1flf___1,1ヲ
0,"." 1 1、、、、、、、'、、、1 ','.、1、ーー、、、、ー、、

支 援 学

補 正

校

額

費

の 財 源

(単位:千円)

内

節

(単位:千円)

説

退職手当

明

職手当

内訳の財

その

補正甫正前の額 明説

金

節

分

ー
ー
ー
ー

当

区

育

3

ー
・
一

ー
ー

△

源

△ △

財

太

正
一
定

育

偵

甫才

1
一
1

高

訳

ー
ー
ー
ー
ー

リ
ー
ー



議第85号

山形県県税条例の一部を改正する条例の制定にっいての専決処分の承認にっいて

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に.より、山形県県税条例の一部を改正す

る条例の制定について、号1排氏のとおり専決処分したことにっいて承認する。

提案理由

地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)の施行等に伴う山形県県税条例の一部を

改正する条例の制定にっいては、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので、同条第

3項の規定により承認を求めるため提案するものである。

47



専第22号

山形県県税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり山形県県税条例の

一部を改正する条例を制定することについて専決処分する。

令和 2年3月31日

村美栄子
ヨご山形県知事

山形県県税条例の一部を改正する条例

山形県県税条例(昭和29年5月県条例第18号)の一部を次のように改正する。

第四条第 1項第 1号中「次号」を「次号及び第3号」に改め、同号口中「第72条の24の 7第5項

各号」を「第72条の24の7第6項各号」に改め、同項第2号中「電気供給業」を「電気供給業(次

号に掲げる事業を除く。)」に改め、同項に次の 1号を加える。

(3)電気供給業のうち、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小

売電気事業(これに準ずるものとして施行規則第3条のH第1項に規定するものを含む。以下

この節において「小売電気事業等」という。)及び同法第2条第1項第H号に規定する発電事

業(これに準ずるものとして施行規則第3条のM第2項に規定するものを含む。以下この節に

おいて「発電事業等」という。)次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イロに掲げる法人以外の法人収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

口第1号口に掲げる法人収入割額及び所得割額の合算額

第49条の2第6項の表中「第3項第1号」を「第4項第1号」に、「第3項第3号」を「第4項

第 3号」に、

第54条第3項

第駿条第3項第1

第融条第4項

法人で

第52条第1項中「事業の区分」を「事業税の区分」に改め、同項各号を次のように改める。

①付加価値割各事業年度の付加価値額

②資本割各事業年度の資本金等の額

③所得割各事業年度の所得

④収入割各事業年度の収入金額

第54条第1項中「第3項」を「第4項」に改め、同条第2項中「電気供給業」を「電気供給業

(小売電気事業等及び発電事業等を除く。)」に改め、同条中第3項を第4項とし、第2項の次に

次の 1項を加える。

3 電気供給業のうち、小売電気事業等及び発電事業等に対する事業税の額は、次の各号に掲げる

法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

①第四条第1項第3号イに掲げる法人次に掲げる金額の合計額

合計額

法人で

受託法人及び3以上の都道府県において

事務所又は事業所を設けて事業を行う固

有法人で

合計額(受託法人であるものにあつて

は、イに掲げる金額)

受託法人及び3以上の都道府県において

事務所又は事業所を設けて事業を行う固

有法人で

を

に改める。
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イ各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額

口各事業年度の付加価値額に100分の0.37を乗じて得た金額

各事業年度の資本金等の額に100分の0.15を乗じて得た金額ノ＼

(2)第四条第1項第3号口に掲げる法人次に掲げる金額の合計額

イ各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額

口各事業年度の所得に100分の1.85を乗じて得た金額

第86条の 2中第3項を第4項とし、同条第2項中「前項」を「第1項」に、「法第74条の6第2

項」を「、法第74条の6第1項第3号又は第4号に掲げる製造たぱこの売渡し又は消費等につい

て、同条第3項」に、「提出しない場合には、適用しない」を「提出している場合に限り、適用す

る」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 前項の規定は、卸売販売業者等が、法第74条の6第1項第1号又は第2号に掲げる製造たぱと

の売渡し又は消費等について、法第74条の10第1項又は第3項の規定による申告書に前項(法第

74条の6第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係

るたばこ税額を記載し、かつ、法第74条の6第2項に規定する書類を保存している場合に限り 、

適用する。

附則第9条第4項中「令和2年3月31日」を「令和5年3月31日」に改める。

附則第10条の 2第2項中「第31条の 2第2項第12号」を「第31条の 2第2項第13号」に改め、同

条第4項中「第31条の2第2項第12号から第14号まで」を「第31条の2第2項第13号及び第14号」

に、「同項第12号」を「同項第13号」に改め、同条第6 項及び第7項中「第31条の 2第2項第12

号」を「第31条の 2第2項第13号」に改める。

附則第13条の 3 中「同条第3項第2号」を「同条第4項第2号」に改める。

附則第13条の4第2項中「及び加算税」を「、利子税及び加算税」に、「課される」を「利子税

並びに課される」に、「本条」を「この条」に改める。

附則第13条の 8及び第13条の 9第 1項中「令和 2年3月31日」を「令和4年3月31日」に改め

る。

附則第15条の 2の 3第 1項第5号中「又は装置」を削る。

附則第15条の3第1項中凡こ限る」を「以外のもののうち普通自動車に属するもの及び小型自動

車に属するものを除く」に改め、同項の表中

46,900

(3)キャンピ

ングカー

普通自動車に属するもの

小型自動車に属するもの

総排気量が 1リットル以下のもの

を

総排気量が 1リットルを超え1.5リ

ツトル以下のもの

総排気量が1.5リットルを超え 2 リ

ツトル以下のもの

総排気量が 2リットルを超え2.5リ

ツトノレ以下のもの

29,200

20,900

総排気量が2.5リットルを超え 3リ

、

27,100
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ツトル以下のもの

総排気量が 3リットルを超え3.5リ

ツトル以下のもの

総排気量が3.5リットルを超え4 リ

ツトノレ以下のもの

総排気量が4 リットノレを超え4.5リ

ツトル以下のもの

総排気量が4.5リットルを超え 6リ

ツトル以下のもの

改める。

附則第15条の3の2第1項中「の乗用車」を「の乗用車及び特種用途車のうちキャンピングカ

ー」に改め、同項の表中

(3)キャンピ

ングカー

総排気量が6リットルを超えるもの

普通自動車に属するもの

小型自動車に属するもの

53,300

総排気量が6リットルを超えるもの

特種用途

車のうち

キャンピ

ングカー

(原動機

を用いな

いもの並

びに原動

機を用い

ないもの

以外のも

ののうち

普通自動

車に属す

るもの及

61,100

総排気量が6リットルを超えるもの

70,300

総排気量が1リットル以下のもの

総排気量が 1リットルを超え1.5リットル以下のもの

80,900

総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの

29,200

102,100

総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの

20,900

総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの

総排気量が 3リットルを超え3.5リットル以下のもの

総排気量が3,5リットルを超え4リットル以下のもの

に

総排気量が4リットルを超え4.5リットノレ以下のもの

111,000

111,000

を

23,600

27,600

31,600

36,000
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40,800

46,400

に

53,200

61,200



び小型自

動車に属

するもの

を除

く。)

総排気量が4,5リットルを超え6リットル以下のもの

改め、同条第2項中「の乗用車」を「の乗用車及び特種用途車のうちキャンピングカー」に改め、

同項の表中

総排気量が6リットルを超えるもの

総排気量が6リットルを超えるもの

特種用途

車のうち

キャンビ

ングカ

(原動機

を用いな

いもの並

びに原動

機を用い

なし、もの

以外のも

ののうち

普通白動

車に属す

るもの及

び小型自

動車に属

するもの

を除

く。)

総排気量が6リットルを超えるもの

総排気量が1リットル以下のもの

6,000

総排気量が 1リットルを超え1.5リットル以下のもの

総排気量が1'5リットルを超え 2リットノレ以下のもの

総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの

総排気量が2.5リットノレを超え 3リットル以下のもの

70,400

総排気量が 3 リットルを超え3.5リットノレ以下のもの

88,800

総排気量が3.5リットルを超え4 リットノレ以下のもの

総排気量が4リットルを超え4.5リットノレ以下のもの

総排気量が4,5リットルを超え6リットル以下のもの

改め、同条第3項中「の乗用車」を「の乗用車及び特種用途車のうちキャンビングカーj に改め、

同項の表中

127,600

総排気量が6リットノレを超えるもの

127,600

を

27,100

31,700

総排気量が6リットノレを超えるもの

特種用途

車のうち

36,300

総排気量が6リットルを超えるもの

41,400

総排気量が1リットル以下のもの又は電気自動車

46,900

53,300

に

61,100

70,300

80,900

102,100
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キャンビ

ングカ

(原動機

を用いな

いもの並

びに原動

機を用い

なし、もの

以外のも

ののうち

普通自動

車に属す

るもの及

び小型自

動車に属

するもの

を除

く。)

35,500

総排気量が 1リットルを超え1.5リットル以下のもの

総排気量が1.5リットノレを超え2リットル以下のもの

総排気量が2リットノレを超え2.5リットル以下のもの

総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの

総排気量が 3リットノレを超え3.5リットル以下のもの

総排気量が3.5リットノレを超え4 リットル以下のもの

総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの

総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの

改め、伺条第4項中「の乗用車」を「の乗用車及び特種用途車のうちキャンビングカー」に改め、

同項の表中

総排気量が6リットルを超えるもの

総排気量が6リットルを超えるもの

フ,000

特種用途

車のうち

キャンピ

ングカー

(原動機

を用いな

いもの並

びに原動

機を用い

ないもの

以外のも

ののうち

普通自動

車に属す

るもの及

び小型自

動車に属

するもの

8,000

総排気量が6リットノレを超えるもの

9,000

総排気量が1リットル以下のもの又は電気自動車

10,500

総排気量が 1リットルを超え1.5リットル以下のもの

12,000

総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの

に

13,500

総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの

15,500

総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの

18,000

総排気量が 3リットルを超え3.5リットル以下のもの

22,500

ネ儲非気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの

総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの

総排気量が4.5リットルを超え6リットノレ以下のもの

55,500

55,500

を

12,000

14,000

16,000

18,000

20,500

52

23,500

に

27,000

31,000
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改める。

附則第21条の 3第2項中「第31条の2第2項第12号」を「第31条の 2第2項第13号」に改める。

附則

(施行期剛

1 この条伊Ⅱよ、令和2年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の山形県県税条例(以下「新条伊■という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、

令和2年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和元年度分までの個人の県民税につ

いては、なお従前の伊Nこよる。

(事業税に関する経過措置)

3 新条例の規定中法人の事業税に関tる部分は、との条例の施行の日(以下「施行日」とい

う。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年

度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

4 新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、施行日以後に納税義務が発生した者に課す

る自動車税の種別割及び令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。

総排気量が6リットルを超えるもの 44 500を
く

除
)




